
　
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
で
医
療
が
必
要

な
と
き
や
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
る
休
業
の
と

き
、
さ
ら
に
出
産
、
死
亡
な
ど
の
場
合
に
備
え

る
た
め
の
公
的
な
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
民
間
企
業
に
正
社
員
と
し
て
入
社
し
た
人

は
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
社
会

保
険
に
加
入
し
ま
す
。
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ

ト
等
の
短＊

時
間
労
働
者
は
、「
週
20
時
間
以
上

勤
務
」「
月
額
賃
金
８
・
８
万
円
以
上
（
年
収

１
０
６
万
円
以
上
）」「
勤
務
期
間
が
１
年
以
上

見
込
ま
れ
る
」
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
加

入
し
ま
す
。
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
、「
健

康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）」
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
保
険
証
は
身
分
証
明
書
と
し
て
も
利

用
で
き
る
た
め
、
紛
失
や
破
損
な
ど
が
な
い
よ

う
、
大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う
。

　
医
療
機
関
等
の
受
診
時
に
保
険
証
を
提
示
す

る
と
、
原
則
、
医
療
費
の
３
割
負
担
で
診
療
・

治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
（
小
学
生
～
70
歳
未
満

の
場
合
。
小
学
校
就
学
前
・
70
～
74
歳
は
２
割

負
担
。
70
歳
以
上
で
、
現
役
並
み
の
収
入
が
あ

る
人
は
３
割
）。

　
自
己
負
担
以
外
の
医
療
費
は
保
険
者
（
健
康

保
険
組
合
、協
会
け
ん
ぽ
等
）
が
負
担
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
企
業
や
被
保
険
者
が
毎
月
納
め
る
保

険
料
が
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
適
正
な

受
診
を
心
掛
け
、
保
険
料
を
無
駄
遣
い
し
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
健
康
保
険
に
は
、
企
業
ま
た
は
業
界
単
位
で

独
自
に
設
立
・
運
営
す
る「
健
康
保
険
組
合（
組

合
健
保
）」
と
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
運
営

す
る
「
協
会
け
ん
ぽ
」
が
あ
り
ま
す
（
こ
の
ほ

か
に
、
公
務
員
な
ど
が
加
入
す
る
共
済
組
合
や

船
員
保
険
な
ど
が
あ
り
ま
す
）。

　
健
康
保
険
の
役
割
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の

２
つ
で
す
。

　
被
保
険
者
や
そ
の
家
族
が
病
気
や
け
が
に

よ
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た
際
の
医
療
費
の

７
～
８
割
を
負
担
し
ま
す
。
ま
た
、
傷
病
に
よ

る
休
業
、
出
産
、
死
亡
な
ど
に
対
し
て
手
当
金

等
を
支
給
し
ま
す
。

　
被
保
険
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
、
疾
病
予
防

や
健
康
増
進
な
ど
の
保
健
事
業
を
行
い
、
健
康

づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
健
康
診
断
や
生

活
習
慣
病
予
防
、
禁
煙
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
サ

ポ
ー
ト
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

　
病
気
に
な
っ
て
か
ら
悔
や
ま
な
い
た
め
に

も
、
規
則
正
し
い
生
活
や
運
動
習
慣
を
身
に
付

け
、
予
防
や
健
診
を
怠
ら
ず
に
、
健
康
づ
く
り

を
行
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

健
康
保
険
っ
て

な
ん
だ
ろ
う
？

健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
で
受
診
し
た
と
き
や

休
業
、
出
産
、
死
亡
な
ど
に
備
え
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。

健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

健
康
保
険
の
仕
組
み
に
つ
い
て

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

公
的
な
医
療
保
険
で
あ
る

健
康
保
険
へ
の
加
入
が
必
要

健
康
保
険
の
役
割
は

保
険
給
付
と
保
健
事
業
の
実
施

知って納得！

健康
保険

保
険
給
付

保
健
事
業（
健
康
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
）

保険給付の例

病気・けがで受診したときに
かかった医療費の支払い

健康診断 生活習慣病予防

出産や死亡に伴う給付

保健事業の例

禁煙サポート

メンタルヘルスサポート 健康づくりサポート

＊
従
業
員
数
が
５
０
１
人
以
上
の
企
業
が
対
象
（
労
使
合
意
が
あ
る
場
　

　
合
は
５
０
０
人
以
下
の
企
業
も
可
能
）。
学
生
は
適
用
除
外
。

病気・けがによる
休業に伴う給付

Ｋ
Ｅ
Ｎ
Ｐ
Ｏ

。
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